
種
子
法
（
主
要
農
作
物
種
子
法
）
廃
止
に
抗
議
し
、
同
法
復
活
と
併
せ
て
必
要
な
施
策
を
求
め
る
要
望
書 

  
今
年
（
平
成
三
十
年
）
四
月
、
安
倍
内
閣
に
よ
っ
て
種
子
法
（
主
要
農
作
物
種
子
法
）
が
廃
止
さ
れ
た
。

こ
の
種
子
法
は
、
米
麦
大
豆
な
ど
の
主
要
農
作
物
の
種
子
の
生
産
と
普
及
を
国
と
県
が
主
体
に
な
っ
て
行
う

こ
と
を
義
務
付
け
た
法
律
で
あ
る
。
こ
の
法
律
の
も
と
で
、
こ
れ
ま
で
国
が
地
方
交
付
税
等
の
予
算
措
置
を

講
じ
、
県
が
種
子
生
産
ほ
場
の
指
定
、
生
産
物
審
査
、
原
種
及
び
原
原
種
の
生
産
、
優
良
品
種
の
指
定
な
ど

を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
良
質
な
農
作
物
の
安
価
で
安
定
的
な
供
給
に
寄
与
し
て
き
た
。 

 

し
か
し
、
安
倍
首
相
は
、
こ
の
種
子
法
が
、
民
間
企
業
の
公
正
な
競
争
を
妨
げ
て
い
る
と
の
理
由
で
、
突

如
廃
止
を
言
い
出
し
、
国
会
で
の
十
分
な
審
議
も
経
ぬ
ま
ま
、
昨
年
三
月
可
決
成
立
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。 

 

今
後
種
子
法
廃
止
に
よ
っ
て
、
外
資
を
含
む
種
子
企
業
の
参
入
が
加
速
し
、
種
子
価
格
の
高
騰
、
品
質
の

低
下
、
遺
伝
子
組
み
換
え
種
子
の
流
入
に
よ
る
食
物
の
安
全
性
へ
の
不
安
、
長
年
我
が
国
が
税
金
に
よ
る
研

究
開
発
で
蓄
積
し
て
き
た
種
子
技
術
の
海
外
流
出
、
県
を
主
体
に
す
る
こ
と
で
維
持
さ
れ
て
き
た
種
子
の
多

様
性
や
生
態
系
、
生
物
多
様
性
へ
の
影
響
な
ど
、
数
多
く
の
弊
害
が
危
惧
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
う
し
た
懸
念
を
受
け
て
、「
種
子
法
廃
止
法
案
」
で
は
、
付
帯
決
議
と
し
て
「
種
苗
法
に
基
づ
き
、
主
要

農
作
物
の
種
子
の
生
産
等
に
つ
い
て
適
切
な
基
準
を
定
め
、
運
用
す
る
」「
主
要
農
作
物
種
子
法
の
廃
止
に
伴

っ
て
都
道
府
県
の
取
組
が
後
退
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、・
・
・
引
き
続
き
地
方
交
付
税
措
置
を
確
保
し
、」

「
主
要
農
作
物
種
子
が
国
外
に
流
出
す
る
こ
と
な
く
適
正
な
価
格
で
国
内
で
生
産
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
」「
消

費
者
の
多
様
な
嗜
好
性
、
生
産
地
の
生
産
環
境
に
対
応
し
た
多
様
な
種
子
の
生
産
を
確
保
す
る
こ
と
。・
・
・

特
定
の
事
業
者
に
よ
る
種
子
の
独
占
に
よ
っ
て
弊
害
が
生
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
努
め
る
」
こ
と
な
ど
が

記
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
れ
も
努
力
義
務
で
法
的
強
制
力
は
な
い
ば
か
り
か
、
早
く
も
政
府
は
、
こ
の
付
帯
決

議
の
主
旨
に
逆
行
す
る
政
策
を
推
し
進
め
て
い
る
。 

 

特
に
、
政
府
が
種
子
法
廃
止
の
翌
月
に
成
立
さ
せ
た
、「
農
業
競
争
力
強
化
支
援
法
」
に
は
、「
種
子
そ
の

他
の
種
苗
に
つ
い
て
、
民
間
事
業
者
が
行
う
技
術
開
発
及
び
新
品
種
の
育
成
そ
の
他
の
種
苗
の
生
産
及
び
供

給
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
独
立
行
政
法
人
の
試
験
研
究
機
関
及
び
都
道
府
県
が
有
す
る
種
苗
の
生
産
に
関

す
る
知
見
の
民
間
事
業
者
へ
の
提
供
を
促
進
す
る
」
と
あ
り
、
我
が
国
が
長
年
、
税
金
に
よ
る
研
究
開
発
で

蓄
積
し
て
き
た
「
種
苗
の
生
産
に
関
す
る
知
見
」
を
民
間
企
業
に
提
供
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
上
に
、

こ
の
「
民
間
事
業
者
」
に
は
国
籍
要
件
が
な
い
た
め
、
海
外
の
グ
ロ
ー
バ
ル
種
子
企
業
に
種
子
技
術
が
流
出

し
、
生
物
特
許
に
よ
る
種
の
支
配
を
通
じ
て
我
が
国
の
農
業
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
か
ね
な
い
。
な
か
で
も
、

世
界
最
大
の
グ
ロ
ー
バ
ル
種
子
企
業
で
あ
る
モ
ン
サ
ン
ト
が
販
売
す
る
遺
伝
子
組
み
換
え
（
Ｇ
Ｍ
）
種
子
は
、

発
が
ん
性
な
ど
、
安
全
性
が
疑
問
視
さ
れ
て
お
り
、
国
民
の
健
康
に
及
ぼ
す
被
害
は
計
り
知
れ
な
い
。 

 

上
述
の
通
り
、
安
倍
首
相
は
、
種
子
法
が
民
間
企
業
の
公
正
な
競
争
を
妨
げ
て
い
る
と
の
理
由
で
廃
止
し

た
が
、
す
で
に
政
府
は
、
平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
年
）
に
行
わ
れ
た
規
制
改
革
会
議
・
地
域
活
性
化
ワ
ー

キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
の
民
間
議
員
か
ら
、
同
様
の
指
摘
が
な
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、「
本
制
度
が
（
民
間
に
よ

る
）
新
品
種
の
種
子
開
発
の
阻
害
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。」
と
答
弁
し
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
そ
の
後
、認
識
を
変
え
た
の
は
、
規
制
改
革
推
進
会
議
の
強
い
政
治
的
圧
力
が
負
荷
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
年
）
九
月
に
行
わ
れ
た
規
制
改
革
推
進
会
議
の
農
業
ワ
ー
キ
ン
グ
・

グ
ル
ー
プ
で
「
民
間
企
業
も
優
れ
た
品
種
を
開
発
し
て
き
て
お
り
、
国
や
都
道
府
県
と
民
間
企
業
が
平
等
に

競
争
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
提
言
が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
翌
十
月
に
は
、「
関
連
産
業

の
合
理
化
を
進
め
、
資
材
価
格
の
引
き
下
げ
と
国
際
競
争
力
の
強
化
を
図
る
た
め
」、
「
戦
略
物
資
で
あ
る
種

子
・
種
苗
に
つ
い
て
は
、
国
は
国
家
戦
略
・
知
財
戦
略
と
し
て
、
民
間
活
力
を
最
大
限
に
活
用
し
た
開
発
・

供
給
体
制
を
構
築
す
る
。
そ
う
し
た
体
制
整
備
に
資
す
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
中
心
の
シ
ス
テ
ム
で
、
民

間
の
品
種
開
発
意
欲
を
阻
害
し
て
い
る
主
要
農
作
物
種
子
法
は
廃
止
す
る
」
と
し
て
突
如
廃
止
の
決
定
が
な

さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

問
題
な
の
は
、
こ
の
種
子
法
廃
止
を
決
定
し
た
規
制
改
革
推
進
会
議
は
、
単
な
る
首
相
の
一
諮
問
機
関
に

過
ぎ
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
公
共
政
策
の
決
定
に
関
し
て
不
当
に
過
大
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
事
で
あ

る
。
特
に
同
会
議
を
構
成
す
る
メ
ン
バ
ー
は
、
一
部
の
大
企
業
や
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
の
利
益
を
代
弁
し
た
民

間
議
員
で
あ
り
、
農
業
問
題
に
関
し
て
は
「
素
人
」
を
自
称
し
て
お
り
、
食
糧
安
保
や
国
土
保
全
と
い
っ
た



農
業
の
持
つ
多
面
的
機
能
へ
の
視
点
が
欠
落
し
て
い
る
。
従
来
、
農
業
問
題
に
関
し
て
は
、
農
水
省
が
設
置

し
、
農
業
問
題
の
専
門
家
か
ら
な
る
「
農
政
審
議
会
」
が
審
議
し
た
が
、
安
倍
内
閣
が
創
始
し
た
内
閣
人
事

局
制
度
の
も
と
で
、
各
省
が
官
邸
に
従
属
し
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。 

 

さ
ら
に
問
題
な
の
は
、
こ
の
規
制
改
革
会
議
に
よ
る
種
子
法
廃
止
は
、
農
協
の
解
体
を
始
め
と
す
る
、
安

倍
内
閣
に
よ
る
一
連
の
新
自
由
主
義
的
な
農
業
改
革
の
一
環
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
や

グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に
よ
る
外
圧
の
存
在
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
我
が
国
に
お
け
る
農
業
分
野
で
の
規
制
改
革

は
、
ア
メ
リ
カ
が
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
以
降
の
「
年
次
改
革
要
望
書
」
の
な
か
で
繰
り
返
し
要
求
し
て
来
た
が
、

平
成
二
十
四
年
（
二
〇
一
二
年
）
に
第
二
次
安
倍
内
閣
が
発
足
す
る
と
、
こ
の
動
き
は
加
速
し
た
。
平
成
二

十
六
年
（
二
〇
一
四
年
）
一
月
に
安
倍
首
相
が
ス
イ
ス
の
ダ
ボ
ス
会
議
で
規
制
改
革
を
国
際
公
約
し
た
同
年

五
月
、
在
日
米
国
商
工
会
議
所
（
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｊ
）
は
、「
Ｊ
Ａ
グ
ル
ー
プ
は
、
日
本
の
農
業
を
強
化
し
、
か
つ
日

本
の
経
済
成
長
に
資
す
る
形
で
組
織
改
革
を
行
う
べ
き
」
と
の
意
見
書
を
提
出
す
る
と
、
そ
れ
に
歩
調
を
合

わ
せ
た
か
の
よ
う
に
、
政
府
は
「
規
制
改
革
実
施
計
画
」
を
閣
議
決
定
し
て
農
協
改
革
を
強
行
し
た
。
Ａ
Ｃ

Ｃ
Ｊ
は
ア
メ
リ
カ
政
府
と
企
業
の
代
弁
機
関
で
あ
り
、
彼
ら
の
狙
い
は
、
農
業
で
の
規
制
緩
和
に
よ
る
米
国

企
業
の
商
機
拡
大
と
、
農
協
が
有
す
る
３
６
０
兆
円
も
の
金
融
資
産
の
収
奪
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な

米
国
政
府
や
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｊ
に
よ
る
外
圧
は
、
我
が
国
に
対
す
る
内
政
干
渉
で
あ
り
主
権
侵
害
で
あ
る
。 

 

前
述
し
た
よ
う
に
、
安
倍
首
相
は
、
種
子
法
の
存
在
が
、
民
間
企
業
に
よ
る
公
正
な
競
争
を
妨
げ
、
我
が

国
農
業
の
国
際
競
争
力
を
損
な
っ
て
い
る
と
し
た
が
、
現
状
の
政
府
に
よ
る
農
家
へ
の
過
少
保
護
政
策
（
例

え
ば
、
農
業
所
得
に
占
め
る
政
府
の
直
接
支
払
割
合
（
財
政
負
担
）
は
、
我
が
国
が
１
５
・
６
％
に
過
ぎ
な

い
の
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
は
２
６
・
４
％
で
あ
る
も
の
の
、
小
麦
は
６
２
・
４
％
、
コ
メ
は
５
８
・
２
％

に
も
上
る
。
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
は
９
０
・
２
％
、
イ
ギ
リ
ス
は
９
５
・
２
％
、
ス
イ
ス
は
９
４
・
５
％
に
も

及
び
、
欧
米
に
比
し
て
極
端
に
低
い
）
を
差
し
置
い
て
そ
の
よ
う
な
主
張
を
す
る
の
は
全
く
の
筋
違
い
で
あ

る
。 

 

古
来
、
我
が
国
は
、「
葦
原
の
瑞
穂
の
国
」
と
称
さ
れ
、
農
業
、
と
り
わ
け
自
国
民
の
主
食
を
生
み
出
す
稲

作
を
立
国
の
根
幹
に
据
え
て
き
た
。
そ
の
こ
と
は
、
天
照
大
神
が
天
孫
瓊
瓊
杵
尊
の
降
臨
に
際
し
て
、
皇
位

の
御
徴
で
あ
る
三
種
の
神
器
と
共
に
、「
斎
庭
の
稲
穂
」
を
授
け
ら
れ
、
い
ま
も
今
上
陛
下
は
、
毎
年
の
新
嘗

祭
に
お
い
て
、
新
米
を
天
照
大
神
に
捧
げ
ら
れ
、
五
穀
豊
穣
を
感
謝
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
象
徴
的
に
示
さ

れ
て
い
る
。
特
に
安
倍
首
相
は
、
平
成
二
十
四
年
（
二
〇
一
二
年
）
の
政
権
奪
還
時
に
、「
ウ
ォ
ー
ル
街
の
強

欲
資
本
主
義
」
に
対
し
て
「
瑞
穂
の
国
の
資
本
主
義
」
を
掲
げ
な
が
ら
、
い
ま
で
は
新
自
由
主
義
的
な
農
業

改
革
を
推
進
し
、
そ
の
一
環
で
あ
る
種
子
法
廃
止
は
、「
瑞
穂
の
国
」
を
破
壊
す
る
売
国
的
所
業
で
あ
る
。 

 

以
上
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
安
倍
首
相
に
対
し
て
以
下
の
通
り
要
望
す
る
。 

 

一
、
安
倍
首
相
は
、
速
や
か
に
種
子
法
を
復
活
し
、
優
良
で
安
価
な
農
作
物
の
安
定
供
給
を
確
保
す
る
こ
と
。

ま
た
、
先
般
野
党
が
共
同
提
出
し
た
種
子
法
復
活
法
案
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
。 

一
、
安
倍
首
相
は
、
ア
メ
リ
カ
や
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
利
益
を
代
弁
し
た
規
制
改
革
推
進
会
議
を
即
刻
廃
止

す
る
こ
と
。 

一
、
安
倍
首
相
は
、
二
〇
一
三
年
に
生
物
特
許
を
禁
止
し
た
ド
イ
ツ
の
例
に
倣
い
、
遺
伝
子
組
換
え
種
子
に

対
す
る
生
物
特
許
を
禁
止
す
る
こ
と 

一
、
安
倍
首
相
は
、
家
畜
飼
料
を
含
む
全
て
の
遺
伝
子
組
み
換
え
食
品
へ
の
表
示
を
義
務
化
し
、
意
図
し
な

い
混
入
率
を
Ｅ
Ｕ
並
の
０
・
９
％
（
我
が
国
は
５
％
）
未
満
へ
と
厳
格
化
す
る
こ
と
。 

残
念
な
が
ら
我
が
国
で
は
「
消
費
者
基
本
法
」
に
お
い
て
、
消
費
者
に
必
要
な
情
報
が
提
供
さ
れ
る
権
利
が

保
障
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
調
味
料
な
ど
、
組
み
換
え
遺
伝
子
と
そ
れ
に
よ
っ
て
生
成
し
た
タ
ン

パ
ク
質
が
含
ま
れ
な
い
食
品
へ
の
表
示
義
務
は
な
く
、
主
な
原
材
料
（
重
量
の
多
い
順
で
上
位
三
位
以
内
、

か
つ
全
重
量
の
５
％
以
上
）
に
し
か
表
示
義
務
が
な
い
。
ま
た
遺
伝
子
組
み
換
え
作
物
の
最
大
の
用
途
で
あ

る
家
畜
飼
料
に
も
表
示
義
務
が
な
い
。 

 

右
、
強
く
要
望
す
る
。 



 

平
成
三
十
年
七
月
二
十
六
日 

安
倍
首
相
に
種
子
法
復
活
と
併
せ
て
必
要
な
施
策
を
求
め
る
有
志
一
同 

（
千
葉
県
浦
安
市
当
代
島
一
―
三
―
二
九
ア
イ
エ
ム
ビ
ル
５
Ｆ
）  

（
代
表
） 

折
本
龍
則 

坪
内
隆
彦 

小
野
耕
資  

（
賛
同
者
） 

稲
村
公
望 

加
藤
倫
之 

四
宮
正
貴 

高
橋
清
隆 

田
母
神
俊
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出
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久
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村
上
利
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